
レンタカー利用規約 予約受付前編 

当店では 21 歳未満又は 70 歳以上及び免許取得後 1 年未満の方と国際免許証の方 12 桁の

免許証番号の最後の数字が 4 以上の方のご利用は出来ません（副運転手としても不可です） 

 

6 歳未満の幼児を乗車させる場合には道路交通法によりチャイルドシートの使用が義務付

けられています。チャイルドシートがない場合はレンタカーの貸渡しは出来ません 

 

ご予約キャンセルの場合は AM10~PM7 の営業時間中に電話連絡して下さい。ネットに 

よるキャンセルは出来ません。キャンセル料金は無料です。キャンセル手続きをしないと 

以降のご予約、貸渡しをお断わりするようになってしまいます。 

 

レンタカー貸渡契約の締結時に借り受け人の運転免許証の他に健康保険証、パスポート、 

発行 2 か月以内の住民票、印鑑証明書、公共料金の領収書、税金の領収書のいずれかが必

要になります。原本をお預かりは致しません撮影保存させて頂きます。 

 

副運転手様（3 名まで）を登録する場合は副運転手様も契約時にご来店なさるか契約者様が 

副運転手様の免許証のコピーをご持参下さい。 

副運転手様がいる場合は事故免責補償制度（CDW）加入が必須になります。 

 

運転免許証以外がない場合は 3 万円を保証金として預けて借りることが出来ます。 

保証金は車両の返却時に返金されます。 



          

          レンタカー利用規約 保険編 その 1 

保険・補償の適用除外  

 

お客様は貸渡約款を遵守して、レンタカーをご利用下さい。 

なお、下記に該当する運転または状態で発生した事故による損害はお客様のご負担となります。 この

場合、基本料金に含まれる前述の保険補償制度、および車両・対物事故免責補償額制度の適用をお断

りいたします。 

お客様が負担すべき損害金を当社が立て替えてお支払いした場合は、お客様は直ちに立て替え金と同

額を当社までお支払い下さい。 

• ■ 事故現場により警察および当社への連絡など所定の手続きが取られていない場合 

• ■ 貸渡契約に違反している場合 

• ・ 無免許運転の場合 

• ・ 酒気帯び運転・飲酒運転の場合 

• ・ 契約者および運転者以外の方が運転して事故を起こした場合 

• ・ 当店に連絡が無い場合 

• ・ 貸渡期間の無断延長の場合 

• ・ 無断で示談した場合 

• ・ 氏名・年齢・住所などを偽った者の運転で事故を起こした場合 

• ・ その他貸渡約款に違反した場合 

• ■ 保険約款または補償制度の免責事由に該当する場合、または支払を除外されている

場合 

• ・ 故障による事故 

• ・ パンク・タイヤの損傷 

• ・ ホイールキャップの紛失破損 

• ・ ライトの点けっ放しなどによるバッテリートラブル費用一式 

• ・ 鍵の紛失 

• ・ パンク応急修理キット代 

• ・ お客様の所有、使用、管理する財物の損害など 

• ■ 使用・管理上の落ち度があった場合 

• ・ 施錠しないで駐車し盗難にあった場合 

• ・ 使用方法が劣悪なために生じた車体などの損傷や腐食の補修費 

• ・ 車内装備の汚損 

• ・ 装備品の紛失 

• ・ タイヤチェーン、キャリア、チャイルドシートの取り付および装備不備による損害   



 

     レンタカー利用規約 保険編 その２ 

• ・ 海岸、河川敷または林間など車道以外で走行した場合の車両損害（維持・管理された道路 

以外での事故） 

• ・ 給油時の燃料種別の間違いにより生じた補修費 

• ※保険のお申込みは出発時に限らせていただきます。お貸出し中の途中加入・解約はできませ

ん。 

• ※シートベルト、チャイルドシートの着用を条件とします。  

 

         故意・重過失・法令違反による事故においての措置 

• 重過失（わき見運転等前方不注意における事故を除く）・法令違反・貸渡規約違反・無免許運転・

30km以上の速度超過・酒気帯び運転による事故の場合は、自動車保険が使用できなくなる他、

レンタカー車両を全額弁償及び営業保障及び過失損害金として 20万円をお支払いいただきま

す。 

• わき見運転等前方不注意（追突事故）における事故においては追突損害金として 5万円お支払

いいただきます。 

 

 

       事故免責補償制度（CDW）について 

事故免責補償制度（CDW）に貸渡時に加入していただくと初回 1 度目の事故に限り免責額のお

支払いが免除されます。 

全損事故又は自走不能な場合はその時点で契約は終了します。返金は対応いたしかねます。 

 1 契約でご契約者 1 名と副運転者 3 名（貸渡時に登録した方のみ）の計 4 名まで加入できます。 

 5 名以上の副運転者の登録は追加料金がかかります。 

レッカー料金については免除されませんのでご注意下さい。 

 

※注意 走行中の携帯電話等の注視による前方不注意やわき見運転における追突事故の場合は

自動車保険が利用出来なくなる他、事故免責補償制度（CDW）が適用外になり追突損害金とし

て一律 5 万円（税別）をお支払い頂きます 

レッカー料金については免除されませんのでご注意下さい。 



       レンタカー利用規約 車両保守編 

 

契約が 2 日以上になる場合には備え付けの点検簿に従って毎日始業点検を実施して下さい。 

 

エンジンオイルは点検表に記載された距離までに交換して下さい。 

 

ウインドウオッシャー液、冷却クーラントの補充やタイヤ、ワイパーゴムの摩耗等、ブレ

ーキパットの摩耗、異音があった場合は補充交換を行って下さい。 

 

店舗にお持ちいただければ各種交換、もしくは車両入替などの対応をいたしますご来店の

時はご連絡下さい。 

 

店舗にお越し頂けない場合は借り受け人（契約者）で行って下さい。 

 

その他、不具合や故障、異音等を発見した際はすぐに走行を停止し店舗へ相談して下さい。 

★印点検整備を怠った場合及び不具合や故障等を発見してそのまま走行して車両を故障さ

せた場合の修理代についてはお客様の負担になってしまいます。 

 



  

       レンタカー利用規約 オプションその他料金表編 

１、 事故免責補償制度（CDW）料金 4 名様まで 

1 日・・・・・・1200 円（税別）     8 日～14 日・・・・4800 円（税別） 

2 日・・・・・・1800 円（税別）     15 日～17 日・・・ 6000 円（税別）    

3 日・・・・・・2400 円（税別）     18 日～1 か月・・・7200 円（税別）      

4 日～7 日・・・3600 円（税別）       2 か月間・・・・・14400 円（税別） 

5 名様以上の場合は 1 名増えるごとに各料金の 1/4 を加算して計算いたします。 

２、 カーナビレンタル料金 

1 日・・・・・・500 円 

2 日～7 日・・・1000 円 
8 日～1 か月・・2000 円 

紛失料金・・・13000 円 
 

３、 禁煙車でのタバコ臭オゾン除去作業料金（電子タバコ、加熱式タバコその他類似品すべての） 

及び車内清掃料金  7000 円～ 

４、 ペットを車内にカゴに入れずに利用してしまった場合の汚れやにおいのオゾン除去作業 

及び車内清掃料金  7000 円～ 

５、 鍵の紛失料金 

通常キー     1000 円（税別） 

リモコンキー   9000 円（税別） 

スマートキー   28000 円（税別） 

キーレスキー   28000 円（税別） 

 

６、 タイヤの破損があった場合の料金 
 

タイヤ 1 本   5000 円（税別） 
 
７、 ホイールの破損、ホイールキャップの破損 

 
ホイール 1 本       5000 円（税別） 

ホイールキャップ紛失 1 個 5000 円（税別） 
 

８、 ボディのへこみ,擦り傷,その他破損やシートの焦げ跡などは別途見積もりいたします。 
 



レンタカー利用規約 貸渡後編 

１、レンタル料金は前納制になっています。契約期間の中途で返却されても返金出来ません。 

２、契約時の届出事項に変更があった場合は速やかに当店に届けて頂きます。 

３、延長の場合期限に遅滞なくご連絡下さい。延長できない場合もあります。 

４、入金が確認できない場合や届け出なく当店からの連絡が取れなくなった場合は強制 

  引き上げの対象になります。強制引き上げに伴う費用は契約者様の負担になります。 

  強制引き上げの際、積載されている私物については、すべて処分させていただき 

当店は一切責任を負いかねます。 

５、レンタル期間中の車両を保管する場所は借り受け人自身で確保して下さい。 

  万が一車両を第三者の私有地及び有料駐車場区画へ放置された場合は借り受け人 

  自身で迅速に車両を移動して頂き諸費用等の全額を負担して頂きます。 

６、当て逃げ、飛び石、駐車中のいたずら等ご契約者様の責任ではない事故及び、認識して

いないことで損壊した間合いでも自損事故と同じ扱いになります。 

７、お客様に過失のない故障が生じた場合でも整備工場への持ち込み、引き取りを依頼 

  する場合があります。また返却の判断をさせて頂く場合がありますがその場合は代車

の手配または手配できない場合は契約残日数分の料金については返金致します。 

８、事故、故障等により牽引・車両運搬が必要な場合は保険会社の補償範囲内で対応いた

します。補償範囲を超えての牽引・車両運搬については事故・故障等の原因に関わら

ず借り受け人の実質負担になります。 
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